
 

 
平成 23 年２月 25 日 

各 位 
                            会 社 名 明治機械株式会社 
                            代表者名 代表取締役社長  高橋 豊三郎 
                            （コード番号 ６３３４ 東証第二部） 
                            問合せ先 総務部長     高工 弘 
                            （TEL．03－5295－3511） 
 
（訂正）「平成 23 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 
平成 23 年２月 10 日に公表いたしました「平成 23 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」について、一部

訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 

記 
 

１．訂正理由 
  平成 23 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）について、記載に誤りが判明したため、訂正する

ものです。 
 
２．訂正事項 

  訂正箇所は   で示してあります。 

 
  訂正箇所：添付資料２ページ 
   １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
    （１）連結経営成績に関する定性的情報 
 
【訂正前】 

   当第３四半期連結累計期間（平成 22 年４月１日～平成 22 年 12 月 31 日）におけるわが国経済は、新興諸国の経済

発展や政府の経済対策効果などにより景気回復の動きが見られましたが、一方で、円高やデフレの進行、株式市場・

雇用情勢の低迷などで、先行き不透明感が払拭されないまま推移いたしました。                      

（中略）                                                     

なお、平成 23年 11 月 15 日付の株式譲渡により、シンヨー株式会社は当第３四半期連結会計期間より連結の範囲か

ら除外し、持分法適用の範囲に含めております。                                    

セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

 

【訂正後】 

   当第３四半期連結累計期間（平成 22 年４月１日～平成 22 年 12 月 31 日）におけるわが国経済は、新興諸国の経済

発展や政府の経済対策効果などにより景気回復の動きが見られましたが、一方で、円高やデフレの進行、株式市場・

雇用情勢の低迷などで、先行き不透明感が払拭されないまま推移いたしました。                      

（中略）                                                      

なお、平成 22年 11 月 15 日付の株式譲渡により、シンヨー株式会社は当第３四半期連結会計期間より連結の範囲か

ら除外し、持分法適用の範囲に含めております。                                    

セグメント別の状況は以下のとおりであります。 

 
以 上 


